
 

 

 

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律、第２３条第５項に基づき下記

のとおり情報提供をいたします。 

 派 01-301312 

 令和元年８月１日 

 アメニティマイスター株式会社 

 〒063-0830 札幌市西区発寒１０条６丁目３番１号 

 

マージン率等の情報提供に当たっての事業期間【  】 

 9 人 

 7 事業所 

 15,186 円 （８時間 全業務平均） 

 8,456 円 （８時間 全業務平均） 

 44.3% 

訓練種別 対象派遣労働者 訓練方法 訓練費用負担 賃金支給 

①建築物清掃にお

ける洗浄 

②洗剤の使い方 
派遣中 OFF-JT 無償 有給 

相談窓口：佐藤 孝啓（派遣元責任者、職務経験者兼任） 

連絡先：011-624-7165 

 

☑締結している（令和６年４月１日～令和７年３月３１日） 

 ○労使協定の範囲 （１）ビル・建物清掃員 

（２）ボイラーオペレーター 

（３）用務員 

 

Amenity Meister Co.,Ltd 


